
年金記録に係る苦情のあっせん等について 

 

平成１９年１０月９日 

 

 

総務大臣は、年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地

方第三者委員会のあっせん案を踏まえ、本日、社会保険庁長官に対

し、次のとおり、年金記録に係る苦情のあっせんを実施しました。 

 また、国民年金関係９件、厚生年金関係２件については、年金記

録の訂正は必要でないとする年金記録確認中央第三者委員会及び年

金記録確認地方第三者委員会の判断を踏まえ、その旨の通知をしま

した。 

 

【概要】 

 

１．あっせんの件数 

年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 

                           ４８件 

２．内訳 

(1) 中央第三者委員会関係             ４件 

○ 類型別内訳 

 ① 国民年金関係               ３件 

      ・保険料納付の有無に関するもの      （２件） 

      ・特例納付保険料の有無に関するもの    （１件） 

  ② 厚生年金関係               １件 

   ・標準報酬月額等に関するもの       （１件） 



 (2) 地方第三者委員会関係           ４４件 

○ 類型別内訳 

     ① 国民年金関係              ３８件 

      ・保険料納付の有無に関するもの     （３７件） 

       ・特例納付保険料の納付の有無に関するもの （１件） 

   ※ うち１件は、申立期間の一部について訂正するもの 

    ② 厚生年金関係               ６件 

      ・加入期間の相違に関するもの       （４件） 

      ・標準報酬月額等に関するもの       （２件） 

 

   ○ 地方委員会別内訳 

・５件  東京（１０月５日） 

・各３件 北海道（９月２８日）、千葉（１０月４日）、 

新潟（１０月４日）、和歌山（１０月３日）、 

岡山（１０月４日）、高知（１０月３日） 

・各２件 栃木（１０月３日）、石川（１０月５日）、 

静岡（９月２８日、１０月５日）、 

京都（１０月５日）、兵庫（１０月２日）、 

徳島（１０月３日） 

・各１件 秋田（１０月３日）、福島（９月２８日）、 

長野（１０月３日）、三重（１０月４日）、 

広島（１０月４日）、島根（１０月５日）、 

愛媛（９月２８日）、熊本（９月２８日）、 

沖縄（９月２８日） 

 

 



３．年金記録の訂正を不要と判断したもの 

                           １１件 

  ○ 国民年金関係                  ９件 

 

  ○ 厚生年金関係                  ２件 


